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桜
ケ
丘
小
学
校
前
交
差
点
の
信

号
機
が
、
歩
車
分
離
式
信
号
機
に

改
良
さ
れ
ま
し
た
。

　

市
内
に
は
、
ほ
か
に
も
４
か
所

設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
歩
車
分
離
式
信
号
機
と

は
、
交
差
点
で
歩
行
者
と
車
両
の

通
行
の
時
間
帯
が
完
全
に
分
離
さ

れ
る
こ
と
で
、
右
左
折
車
両
に
よ

る
歩
行
者
の
巻
き
込
み
事
故
が
防

止
さ
れ
、安
全
性
が
高
ま
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
安
全
面

で
大
き
な
効
果
が
認
め
ら
れ
る
と

し
、
全
国
で
整
備
を
進
め
て
い
る

も
の
で
す
。

歩
車
分
離
式
信
号
機
設
置
場
所

（
５
か
所
）

①
仲
町
交
差
点

②
駅
通
り
工
場
団
地
線
稲
荷
町
ベ

ル
ク
東

③
駅
通
り
工
場
団
地
線
国
済
寺
セ

ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
西

④
上
柴
西
小
学
校
北
西

⑤
桜
ケ
丘
小
学
校
前
交
差
点

注
意
事
項

▪
自
転
車
は
車
両
で
す
。
歩
行
者

用
信
号
で
横
断
す
る
と
き
は
、
自

転
車
を
降
り
て
渡
り
ま
し
ょ
う
。

▪
歩
行
者
の
か
た
は
、
渡
る
と
き

に
は
押
し
ボ
タ
ン
を
押
し
て
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
方

式
の
み
、斜
め
横
断
が
で
き
ま
す
。

子どもたちの安全を確保『歩車分離式信号機』
●問い合わせ　自治防災課（☎574‐8597）

国民年金からのお知らせ
●問い合わせ　熊谷年金事務所（☎522‐5158）　保険年金課（☎574‐6641）　岡部市民生活課（☎585‐2213）

川本市民生活課（☎583‐2783）　花園市民生活課（☎584‐1121）

スクランブル方式
設置場所　①②

歩行者専用現示方式
設置場所　③～⑤

歩車分離式信号機には、『歩
車分離信号』という標識が付
いています

市民税課からのお知らせ
●問い合わせ　市民税課（☎574‐6637）　熊谷税務署（☎521‐2905）

▪
基
礎
年
金
番
号
が
分
か
る
物

▪
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

▪
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
申
出

書
（
問
い
合
わ
せ
先
な
ど
に
あ
り

ま
す
）

　

ま
た
、
国
民
年
金
に
は
保
険
料

を
前
払
い
す
る
と
割
り
引
き
に
な

る
『
前
納
制
度
』
が
あ
り
ま
す
。

　

納
付
書
で
前
納
す
る
場
合
、
専

用
の
納
付
書
が
必
要
で
す
。
お
手

元
に
前
納
用
の
納
付
書
が
な
い
場

合
に
は
熊
谷
年
金
事
務
所
へ
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

　

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や
口
座
振

替
で
前
納
す
る
場
合
、
事
前
の
申

し
込
み
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
年
度
途
中
か
ら
の
前
納

は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

※
口
座
振
替
で
の
前
納
は
、
納
付

書
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
の
前

納
よ
り
も
割
引
額
が
大
き
く
な
り

ま
す
。

　

平
成
25
年
度
分
（
１
年
度
分
・

４
〜
９
月
の
上
期
分
）
の
口
座
振

替
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
前
納
の

申
込
期
限
は
、
２
月
28
日
㈭
ま
で

と
な
っ
て
い
ま
す
。
ご
希
望
の
か

た
は
お
早
め
に
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料
は

安
心
・
便
利
な『
口
座
振
替
』

お
得
な
『
前
納
制
度
』
で

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
日
本
年

金
機
構
か
ら
送
ら
れ
る
納
付
案
内

書
な
ど
に
よ
り
、
毎
月
の
保
険
料

を
翌
月
の
末
日
ま
で
に
納
め
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ
る

と
、
将
来
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年

金
の
額
が
少
な
く
な
っ
た
り
、
場

合
に
よ
っ
て
は
年
金
が
受
け
ら
れ

な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
万
一
の
と
き
に
障
害
基

礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
が
受
け

ら
れ
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
、
便
利
で
安
心
な
口
座
振
替

や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
納

付
を
お
勧
め
し
ま
す
。

手
続
き

①
口
座
振
替
＝
金
融
機
関
へ

▪
基
礎
年
金
番
号
が
分
か
る
物

▪
預
（
貯
）
金
通
帳

▪
通
帳
届
出
印

▪
口
座
振
替
納
付
申
出
書
（
問
い

合
わ
せ
先
の
ほ
か
、
金
融
機
関
な

ど
に
あ
り
ま
す
）

②
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
＝
熊

谷
年
金
事
務
所
へ

平
成
25
年
度
市
・
県
民
税

の
主
な
改
正
内
容

1
生
命
保
険
料
控
除
の
改
正

①
平
成
24
年
１
月
１
日
以
降
に

締
結
し
た
保
険
契
約（
新
契
約
）

の
う
ち
、
介
護
保
障
ま
た
は
医
療
保
障

を
内
容
と
す
る
契
約
に
係
る
支
払
保
険

料
に
つ
い
て
、
一
般
生
命
保
険
料
控
除

と
別
枠
で
介
護
医
療
保
険
料
控
除
が
創

設
さ
れ
ま
し
た
（
図
１
・
２
参
照
）。

②
平
成
23
年
12
月
31
日
以
前
に
締
結
し

た
保
険
契
約
な
ど
（
旧
契
約
）
に
つ
い

て
は
、
従
前
の
一
般
生
命
保
険
料
控
除

お
よ
び
個
人
年
金
保
険
料
控
除
が
適
用

さ
れ
ま
す
（
図
３
参
照
）。

2
退
職
所
得
金
額
の
計
算

　

退
職
所
得
金
額
は
、
収
入
金
額
か
ら

退
職
所
得
控
除
を
差
し
引
い
た
額
に
２

分
の
１
を
乗
じ
た
額
で
す
。

　

改
正
に
よ
り
、
勤
続
年
数
５
年
以
内

の
法＊
人
役
員
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
２

分
の
１
を
乗
じ
る
措
置
が
廃
止
さ
れ

ま
す
。

　

こ
の
改
正
は
、
平
成
25
年
１
月
１
日

以
降
に
支
払
わ
れ
る
退
職
手
当
な
ど
か

ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

＊
法
人
役
員
等
＝
法
人
税
法
上
の
役

員
、
国
会
議
員
、
地
方
議
会
議
員
、
国

家
公
務
員
、
地
方
公
務
員

熊
谷
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

1
記
帳
・
帳
簿
な
ど
の
保
存
制
度
の
対

象
者
が
拡
大

　

個
人
の
白
色
申
告
者
の
う
ち
、
前
々

年
分
お
よ
び
前
年
分
の
事
業
所
得
、
不

動
産
所
得
ま
た
は
山
林
所
得
の
合
計
額

が
３
０
０
万
円
を
超
え
る
か
た
に
必
要

と
さ
れ
て
い
た
記
帳
と
帳
簿
な
ど
の
保

存
制
度
の
対
象
者
が
拡
大
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
ら
の
所
得
を
生
ず
べ
き
業
務

を
行
う
す
べ
て
の
か
た
（
所
得
税
の
申

告
が
必
要
で
な
い
か
た
も
含
む
）
が
対

象
と
な
り
ま
す
。

2
公
的
年
金
等
受
給
者
の
確
定
申
告

　

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
４
０
０

万
円
以
下
で
、
当
該
年
金
以
外
の
所
得

が
20
万
円
以
下
で
あ
る
場
合
、
所
得
税

の
確
定
申
告
は
不
要
で
す
が
、
市
・
県

民
税
の
申
告
は
必
要
で
す
。
こ
の
場
合

で
も
、
医
療
費
控
除
な
ど
の
所
得
税
の

還
付
に
は
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。
ま

た
、
所
得
税
に
影
響
が
な
い
場
合
で
も

生
命
保
険
料
控
除
な
ど
の
所
得
控
除
を

市
・
県
民
税
で
受
け
る
に
は
、
市
・
県

民
税
申
告
が
必
要
で
す
。

3
平
成
24
年
分
所
得
税
の
確
定
申
告

　

申
告
は
２
月
18
日
㈪
〜
３
月
15
日
㈮

ま
で
で
す
。
な
お
、
熊
谷
税
務
署
で
は
、

平
日
以
外
で
も
２
月
24
日
㈰
と
３
月
３

日
㈰
に
限
り
、
受
け
付
け
を
行
い
ま
す

（
現
金
納
付
・
納
税
証
明
業
務
は
行
い

ま
せ
ん
）。

①
申
告
と
納
税
の
期
限

▪
所
得
税
・
贈
与
税
＝
３
月
15
日
㈮

▪
消
費
税
・
地
方
消
費
税
（
個
人
事
業

者
）
＝
４
月
１
日
㈪

※
納
税
は
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
な
お
、
口
座
振
替
の
納
付
日
は
平

成
24
年
分
所
得
税
第
３
期
分
が
４
月
22

日
㈪
、
平
成
24
年
分
消
費
税
（
個
人
事

業
者
）確
定
申
告
分
が
４
月
24
日
㈬
で
す
。

②
納
税
証
明
書
を
請
求
さ
れ
る
か
た
へ

　

２
・
３
月
は
確
定
申
告
期
間
の
た
め

平
成
24
年
分
の
納
税
証
明
書
が
、
請
求

日
当
日
に
発
行
で
き
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。
お
急
ぎ
の
場
合
に
は
、
税
務
署

受
付
印
の
あ
る
申
告
書
控
（
電
子
申
告

の
場
合
は
送
信
票
）
お
よ
び
納
税
の
領

収
証
書
（
原
本
）
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

請
求
に
必
要
な
物　

納
税
証
明
書
交
付

請
求
書
（
税
務
署
に
あ
り
ま
す
）、
本

人
（
法
人
は
代
表
者
）
の
確
認
が
で
き

る
書
類（
運
転
免
許
証
な
ど
）、印
鑑（
法

人
は
代
表
者
印
）、
収
入
印
紙
ま
た
は

現
金
（
１
年
分
１
通
４
０
０
円
）

※
本
人
以
外
が
請
求
さ
れ
る
場
合
は
、

必
ず
委
任
状
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

請
求
先　

熊
谷
税
務
署
管
理
運
営
部
門

（
☎
５
２
１
‐
４
０
３
２
）

図1 控除種別と控除限度額（新契約）
控除種別 控除限度額

一般生命保険料控除 28,000円

個人年金保険料控除 28,000円

介護医療保険料控除（新設） 28,000円

※各保険料控除の合計控除限度額は70,000円です。

図2 平成24年1月1日以降に締結の保険契約（新契約）
各保険料の支払額 控除額

12,000円以下 支払保険料の全額

12,001円～32,000円 支払保険料×1/2＋6,000円

32,001円～56,000円 支払保険料×1/4＋14,000円

56,001円以上 28,000円

図3 平成23年12月31日以前に締結の保険契約（旧契約）
各保険料の支払額 控除額

15,000円以下 支払保険料の全額

15,001円～40,000円 支払保険料×1/2＋7,500円

40,001円～70,000円 支払保険料×1/4＋17,500円

70,001円以上 35,000円

　新旧契約の双方で、一般生命保険料控除または個人年
金保険料控除の適用を受ける場合、控除額は、新契約の
支払保険料は図2で、旧契約は図3で計算した額の合計
額（上限28,000円）となります。


